
エアバッグ類集荷時の集荷控え（管理番号）の
適切な保管をお願いします。

平素はエアバッグ類の適正処理にご尽力いただき、ありがとうございます。

先般ご案内のとおり、2022年1月よりエアバッグ類集荷の依頼方法が自動車リサイクルシステム（WEB連絡）
へ変更されたことに伴い、現在お渡している紙の産業廃棄物収集運搬契約書(エアバッグ類輸送伝票B票)は
順次廃止となり、電子契約に移行されます。

産業廃棄物収集運搬契約書は、運搬完了後5年間保管義務（廃棄物処理法施行規則8の4の3 ）がある
ため、集荷時にお渡しする集荷控え（管理番号）を適切に管理いただきますようお願いいたします。

JARP 2022.1  A-2201重 要

1.集荷時に事業所コードやQRコード等が印字された控えを運搬ネットワーク業者より受け取る。(左下画像)

2.控えに印字されているQRコード、もしくはURLより自再協HPへアクセスする。（①）

3.控えに印字されている「貴事業所コード」「管理番号」を閲覧画面に入力。(②③)

4.確認ボタンをクリックして、契約書を閲覧する。(④)

＜電子契約の確認方法＞

＜閲覧画面イメージ＞＜集荷控えのイメージ＞

④

②をここに入力

③をここに入力
①

③

②

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター（☎：050-3786-7755）へお問い合わせください。

？ 操作方法がご不明な場合

自動車再資源化協力機構（自再協）
・ ・

E-mail: info@jarp.org
・
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輸送伝票の廃止 契約書の閲覧

※こちらは控えのイメージです
実際の控えとは若干異なります



＜契約書のサンプル＞

以下の書式の契約書が閲覧できます。
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